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当 健 康 保 険 組 合 の付 加 給 付 

 

当健康保険組合が独自に行う付加給付は次のとおりです。 

（平成２３年４月１日（平成２３年４月１日（平成２３年４月１日（平成２３年４月１日    現在）現在）現在）現在）    

法法法法        定定定定        給給給給        付付付付 

付付付付            加加加加            給給給給            付付付付 

被被被被        保保保保        険険険険        者者者者 被被被被        扶扶扶扶        養養養養        者者者者 

・・・・    療 養 の 給 付療 養 の 給 付療 養 の 給 付療 養 の 給 付    

・・・・    療療療療     養養養養     費費費費    

・・・・    特 定 療 養 費特 定 療 養 費特 定 療 養 費特 定 療 養 費    

・・・・    家 族 療 養 費家 族 療 養 費家 族 療 養 費家 族 療 養 費    

・・・・    高 額 療 養 費高 額 療 養 費高 額 療 養 費高 額 療 養 費 

● 一部負担還元金一部負担還元金一部負担還元金一部負担還元金 

１ヶ月、１件ごとの医療費の自

己負担額（高額療養費は除く）

から※３０，０００円を控除した

額 

１，０００円未満は「不支給」 

●●●●    家族療養家族療養家族療養家族療養費費費費付加金付加金付加金付加金    

１ヶ月、１件ごとの医療費の自

己負担額（家族高額療養費は

除く）から※３０，０００円を控除

した額 

１，０００円未満は「不支給」 

・・・・    訪 問 看 護 療 養 費訪 問 看 護 療 養 費訪 問 看 護 療 養 費訪 問 看 護 療 養 費    

・・・・    家族訪問看護療養費家族訪問看護療養費家族訪問看護療養費家族訪問看護療養費 

●●●●    訪問看護療養訪問看護療養訪問看護療養訪問看護療養費費費費付加金付加金付加金付加金    

１ヶ月、１件の自己負担額（高

額療養費として支給される分

は除く）から※３０，０００円を控

除した額 

１，０００円未満は「不支給」 

●●●●    家族訪問看護療養家族訪問看護療養家族訪問看護療養家族訪問看護療養費費費費付加付加付加付加金金金金    

１ヶ月、１件の自己負担額（家

族高額療養費として支給され

る分は除く）から※３０，０００円

を控除した額 

１，０００円未満は「不支給」 

・・・・    合 算 高 額 療 養 費合 算 高 額 療 養 費合 算 高 額 療 養 費合 算 高 額 療 養 費 

●●●●    合算高額療養付加金合算高額療養付加金合算高額療養付加金合算高額療養付加金    

合算高額療養費に該当した自己負担額から１件ごとに 

※ ３０，０００円を控除した額 

１，０００円未満は不支給 

・・・・    埋 葬 料埋 葬 料埋 葬 料埋 葬 料    

・・・・    家 族 埋 葬 料家 族 埋 葬 料家 族 埋 葬 料家 族 埋 葬 料 

●●●●    埋葬料埋葬料埋葬料埋葬料付加金付加金付加金付加金    

一律 ５０，０００円 

●●●●    家族埋葬料付加金家族埋葬料付加金家族埋葬料付加金家族埋葬料付加金    

一律 １０，０００円 

（兵庫トヨタ自動車健康保険組合）（兵庫トヨタ自動車健康保険組合）（兵庫トヨタ自動車健康保険組合）（兵庫トヨタ自動車健康保険組合）    

※ （一般）の計算基準額です。（上位所得者）は異なります。 

※ 付加給付申請については、その多くを健保組合で計算して皆様に給付を行っています。 

詳細につきましては、健保組合担当者までお問い合わせください。 

 

 


